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　20歳以上であれば、学生であっても国民年金に加入し、保険料を
納めることになっています。
　しかし、経済的に保険料を納めることが難しい場合は、在学中の保
険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

【対象となるかた】
　大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校および各種学校に在学する20歳以上の学生
※�本人の前年所得が118万円を超えるときは、こ
の特例の対象とならない場合があります。

【学生納付特例制度の承認期間】
　20歳を迎えた月～令和３年３月

【学生納付特例制度の承認を受けた期間について】
　この特例の対象となった期間については、年金
の受給資格期間に算入されますが、将来の老齢基
礎年金額には反映されません。ただし、承認を受

けてから10年以内の期間であれば、さかのぼっ
て保険料を納めることができます（追納）。追納
することにより、老齢基礎年金額に反映されます。
追納する保険料の額は、３年度目以降から申請当
時の保険料に加算額が上乗せされます。

【申請方法】
申請場所　住民福祉課　保険年金係
申請に必要なもの　年金手帳またはマイナンバー
が確認できる書類、学生証
※学生証に有効期限の記載がない場合は在学証明
書が必要です。

選べる３つの “けんしん”！
　美里町では、病気の早期発見および生活習慣病予防のため特定健康診査等や人間ドック検診費の助
成を行っています。
　特定健康診査等は「集団健診」と「個別健診」があり、どちらも無料で受診できます。
　人間ドックを受診するかたには、その検診の費用の一部を助成しています。

ポイント
その１ 　無料で受診

ポイント
その２ 　大腸がん検診など同時実施

希望者は、大腸がん検診、肺がん・結核検診、歯周疾患検診、
肝炎ウイルス検診を同日に受診できます。

ポイント
その３ 　希望者には無料送迎を実施

会場までの交通手段がないかたには、無料送迎を実施します。

◎対象者　①�今年度中に40歳～75歳になる美里町国民健康保険の被保険者
　　　　　②埼玉県後期高齢者医療制度の被保険者
◎日　程　�６月15日㈪～20日㈯の６日間

８月17日㈪～21日㈮の５日間
◎会　場　保健センター
※対象者全員に「ご案内」と「申込書」を５月に郵送します。

1 集団健診（６月・８月）

対象事業

＊社会保険に加入のかたへ＊

　社会保険に加入されてい
るかた（被扶養者含む）は、
職場の健診を受診すること
ができます。
　詳しくは職場へご確認く
ださい。

今年度も始まります！！

※同一年度内に「集団健診」「個別健診」「人間ドック」を複数受診することはできません。１つ選んで受診してください。

１年に一度は“ けんしん ”を受診しましょう。

ポイント
その１ 　無料 で 受診

ポイント
その２ 　都合に合わせて選べる受診日

実施期間は４か月間。期間中であればご自身の都合に合わせて受診できます。
ポイント

その３ 　選べる多くの医療機関
受診医療機関は、美里町、本庄市、神川町、上里町の受託医療機関52か所

（参考：令和元年度実績）

◎対象者　集団健診の対象者のうち、６月・８月の集団健診および人間ドックの未受診者
◎日　程　�11月～令和３年２月（予定）
※対象者には「個別健診受診券」と「令和２年度受託医療機関一覧表」を10月頃送付します。

2 個別健診（11月～翌年２月）

ポイント 人間ドックを受診できる医療機関ならどこでも OK　
全国どこの医療機関で受診しても助成の対象となります。

3 人間ドック（通年）
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※助成は年度内（４月～翌年３月）に１回のみです。

国
保

①35歳以上（年度内に35歳になるかたを含む）
②美里町国民健康保険に６か月以上継続し
て加入しているかた
③国民健康保険税が完納または完納見込みのかた

後
期

①埼玉県後期高齢者医療制度の被保険者
②後期高齢者医療保険料が完納または完納
見込みのかた

【町指定医療機関で受診】
①受診者本人が医療機関に予約してください。
②受診前に、保険証・印鑑（朱肉を使用するもの）
をお持ちのうえ、役場へお越しください。
③受診当日、助成額を差し引いた費用を医療機
関に支払ってください。
※町指定医療機関についてはお問い合せください。

【町指定医療機関以外で受診】
①受診者本人が医療機関へ予約し受診してください。
②医療機関窓口で検診料の全額を支払ってください。
③検査結果が届いたら、検診時の領収書・検

査結果・国民健康保険被保険者証・通帳など
（振込先のわかるもの）・印鑑（朱肉を使用する

もの）をお持ちのうえ、役場へお越しください。
④後日、助成金を指定口座に振り込みます。

◎対象者

◎助成金の額
　人間ドック／脳ドック� ２万５千円
　併診ドック� � � ４万円
◎申請場所
　住民福祉課　保険年金係
◎申請の流れ
　右記の２つの方法があります。

国民年金保険料学生納付特例制度について


